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★熱中症予防（全般） 
～こまめに水分・塩分の補給を～

 

   

 

環境省は、従前から運用してきた「熱中症警戒アラート」に加え、気温が特に著し

く高くなり熱中症による人の健康に対する重大な被害が生じるおそれのある場合

は、新たに「熱中症特別警戒アラート」を発表することとし、令和６年４月２４日から運

用を開始しました。「熱中症特別警戒アラート」が発表された地域では、広域的に過

去に例のない危険な暑さ等となり、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じ

るおそれがあることから、熱中症予防行動の実施をお願いします。 



★転倒防止（歩行、自転車） 
○歩行時の転倒防止のための、適正な靴を選びましょう。 

 ～あせらない 急ぐ時ほど 落ち着いて～ 

       

○自転車の転倒事故は、増える傾向にあります。当センターでも昨年自転車での 

 単独転倒が発生しています。 

       

 


